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取引様式の選択と交渉力

浅沼寓里

I はじめに

l 継続的取引の経済学的研究

ある経済主体Aが，長期にわたって反復的に，同一の経済主体Bと取引を行

なうとき， この種の取引を「継続的取百IJとよぶことにしよう。 ここで「取

ヲIJとは，なんらかの条件にもとづいてAからBに(もし〈はBからAに〉財

またはサービスを引渡すことを意味するものとする。このように定義すれば，

取引の中には，市場を介する取引だけでなく，一つの企業の中のある部門から

他の部門に財が引き渡されるような場合も含まれることになる。

継続的取引の例は，現実の経済の中に， しばしば見いだされる。垂直的統合

を行なった企業の中の上流部門から下流部門へは絶えず財が流れている。自律

的な経済主体の問でも，自動車部品のメーカーは完成車メ カ に絶えず部品

の供給を行なっ亡いるのがノ--，ノレな姿であるし，また銀行から借入れを行な

う企業や個人は，その銀行との問に預け入れや借入れをくり返し，その銀行の

顧客となコているのが普通である九

それにもかかわらず， ミグロ経済理論の通常の枠組では，取引は市場を介し

てのみ行なわれるとされ，かつまた市場は，多数の売手と買手とが同質の財を

めぐってオークショ Yを行なうメカニズムとして想定されてきた。このような

枠組からすればz 継続的取引は，偶然に生み出される事態でしかなし、。他方，

Williamson (10Jは，継続的取引を対象とする理論的考察を行なったが，そこ

ではオークショ:/.メカエズム型の市場と内部組織にだけ焦点が当てられたか

1) 白骨的な経許主体の聞の勤続rj取引に焦点をしぼった研究と Lて，倉津・薮下[8 Jがある。
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ら，自律的な経済主体の問己行なわれる継続的取引は見過こされた。

1970午代に，スタグフ胎レーションの発生のメカニズムが探究される中で， 自

律的な経済主体の聞の継続的取引とみなしうる一つの取引カテゴリ の重要性

を，広範な理論経済学者たちが意識するようになコた。それは，組織された労

働者と雇用者との聞の取引である。アメリカの代表的な産業においては，賃金

協定の有効期間である 3年の問，各職務の賃率は固定的な水準に保たれ，景気

変動に対する調整は， もっぱら， レイオフとリコーノレを規定するノレーノレにもと

ついて，雇用量の調整によって行なわれる。明らかに，これは，スポット市場

の調整メカニズムと著しく異なっている。 Azariadis[3J と Bailey[むを開

拓者とする「暗黙の労働契約の理論」は，労働の取引について観察されるこの

特性を念頭に置きながら展開されてきた。より最近には，やはり労働の取引を

対象として， McDonald and Solow [9J に見られるような交渉ゲームのそデ

ノレに依拠する接近一一これをパーケ'イニング理論とよんでおこう が展開さ

れはじめている。

このような発展は，取引費用の概念に依拠する接近にも作用を及ぼし，それ

を通じて，中間生産物の取引についても，自律的な経済主体の間の継続的取引

に積極的な関心が示されるようになった。 Wachterand Williamson (11Jは，

この線上の第一歩をなす研究であるが， Williamson [12Jは，そ乙に見られる

種々のアイデアをさらに発展させて，取ヲ!と取引様式とを分類するための一つ

の包括的な分析図式を提示した。さきに書かれた書物 [9Jでほ，事実上， r市

場か内部組J織か」という二分法が採られていたが，[12Jにおいては，スポッ

ト市場と内部組織の中聞に 3 自律的な経済主体の聞の継続的取引が行なわれる

領域があることが認識きわし，いまかわにこの領域を「中間組織J 10名づけるな

らば， ~スポット市場・中間組織・内部組織》という三分法が採られるように

なっていることが注目に値いする。
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2 r取ヨ [1こ特殊的な投資」と準レント
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従来， 日本の企業集団四特殊性が強調されるとき，これと対比されるべき欧

米の企業間関係については，中間生産物の取ヲlも資金の取引も，おしなべてス

ポット市場的なメカニズムで行なわれる上うなイメージが掛かれZ傾向があっ

た。 WilliamsonC12Jが中間組織に積概的な位置づけを与えるに至ったことは，

多少ともアメリカの現実を反映しているはずであり， 日米閣の制度的比較のた

めに従来よりも一歩前進した準拠枠を与えるものである 2) また，内部組織の

独自の意義を研究するに当っても，内部組織をスポット市場と対比するよりも

中間組織と対比する方が，より鮮明な結果が得られるはずである。

この論文では，しかしながら，こうした論点を全般的に追究することはせず，

次の一つの論点に焦点をしぼる。 Wi¥liamson(12)の図式は，取引と取引様式

を分類するための決定的な基準を， rその取引に特殊的な耐久的な投資がひき

起こされる程度 (thedegr田 towhich durable transaction-specific invest-

ments are incurred) Jに置くものである。この投資は，問題の取引のために特

に必要な知識ないし技能という形で人的資虚に体化するものと，特定の立地，

プヲントまたは設備とし、う物的資産に体化ずるものとを，ともに含んでし、る。

ところで， Aoki [lJは， OJTによって「企業に特殊的な技能(五rm-spCCl五c

skill) J を身につけた従業員集団が， その企業の株主集団が提供する物的資産

と協同することによって「組織レント (organizationalrent)Jが生み出される

と考え，との組織レントが従業員i集問と株主集問 Fの闘でどのように分配され

るかを，パーゲイニ Y グ理論のコンテキストで分析した。 r企業に特殊的な技

能Jは r取引に特殊的な資産」のスベシャノレ・ケースである。だとすれば，

労働の場合と全く同様に，中間生産物の取引についても，さらには資金の取引

についても，その取引に関してひき起こされる投資の特殊性がある程度を超え

る場合に，取引の両当事者の共通のバイである「組織レント」が生み出される

の今井伊丹・小池 (5)ではj 市場と内部組織に加えて「中間組織」という第三のカテゴリー
を考えるべきてあるという提唱が行なわれ Cいるが， ζれは，日本におい亡は己の種の領域が特
に重要であるという見方にもとづいて行なわれている。
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と考えることができるのではないか。さらに，このパイの分配をめぐる突渉ゲ?

ームを考えることができものではないか。この論文は，この問題を追究する中

で得られた一つの中間生鹿物である。

3 この論文の内容と構成

上の問題を追究するためには，一つの手がかりがある。それは， William問 n

[12Jの少し前に公刊きれた Klein，Crawford and Alchian [6) という論文

である。これは， Williamson (12)のような三分法を採るものではなく，企業

間取引が垂直酌統合に転化する条件を追究Lたものであるが，取引に特化Lた

資産に起因する事後的な「機会主義的 (opportunistic)J行動を抑制し，それに

よって取引費用を低下させることを，垂直的統合のもっとも重要な誘因と考え

ている点では， Williamson [12)と同様の論理を用いている。そ Lて，かれら

の論文の注目すべき点は，事後的な「機会主義的」行動を， r専有可能な準レ

γト (appropriablequasi rent) Jを専有しようとする行動として特徴づけてい

るところにある。 Wil1iamsonは) Klein らの論文を読んだ上で，かれらの論

理と自分の論理ーとは本質的に同じだと考えているようであるが，私の考えでは，

Kleinらの議論には，重要な違いが一つある。それは，例解の中で) Kleinら

が，売手の少数性と買手の少数性との相対比較という論点を，事実上，導入し

ていることである。ただし，この論点は，議論の本筋の中では生かされず，先

手の倒lがより少数であろうと，買手の側がより少数 Eあろうと，いずれにせよ

垂直的結合によって解決されるということになり，同 の結論が導かれる。

在、は，主として日本の自動車産業に焦点を置いて，部品の売手と買手との関

係について若干の観察を行なフてきたが，そこでは，売手と買手との相対的な

交渉ポジ V ョソを規定する上で，どちらの側が相対的に少数であるか より

正確にいえば， どちらの側が相手側から見て代替可能である程度が大脅し、か

一ーという要素が.本質的な役割を果たしているように思われる。この観察に

もとづいて，取引様式の選択に関する Williamson[12)の議論と Klein，Craw. 
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ford and Alchian [日〕の議論q中の一面性を指摘し，より一般的な枠組を提

示することが，この論文の狙いであるロ

日においては， Williamson [12J の議論を詳細に検討する。 Eでは， Klein， 

Crawford and Alchian [6Jの議論を検討する。 Nで代替的な枠組を提示し，

そのインプリケーションについて述べる。

II 取引に特殊的な投資

1 継続的取引の利益

この節では， Williamsonがじ12) の中で提示している分析凶式の本質的な

部分を紹介し，そのあとで，その議論の中にある一つり問題点を指摘する。

最初に，継続的取引が発生 Fる根源的な理由に関「るかれの考えを見ておこ

う。かれの考えでは，継続的取引が重要になるのは，買手が売手に対して，取

引に特殊的な種類の投資を行なわせた場合である。この種の投資が体化Lt，こ資

産は，定義的に，他の買手に対する供給に振り向けられる場合には，より小さ

な価値しか持たない。したがって，薪手は，その買い手に対する取引に，無視

できない程度において， I閉じ込められる(lockedinto) J3) ことになる。汎用

的な財やサービスを供給するような投資を行なった場合には，多くの買手に供

給することによって規棋の経済性を実現し，投資を回収できるが，ある買手の

要求に合せて特化した投資は，その買手に対する供給を長期間続けることによ

って，はじめて経済的に回収できるからである。

しかし，かれの考えでは，この事情は，買手の世IJから見ても，同様である。

買手が供給源を他に旦イッチしようとしても，買手の要求に合わせて特化Lて

いない資産からの供給費用は，高くつくことになろうロしたがって，買手の方

も，特化した投資を行なった売子との取引に，コミットした状態になっている

のである。

こうし ζ，汎用的な財やサ ピλ 白取引は，たとえその財十サーピλ の供給

3) Williamson (12J， p. 240 
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または購入を継続的に往なうにしても，スポット市場で行なえるのに対Lて，

ひとたび取引に特殊的な投資が行なわれれば，売手と買手との聞には，同じ相

手と取引を縦続する誘因が生まれ，かっそれと同時に，両者の関係は，双方独

占的なものに転化する。

2 事後的な調整と機会主義

買手の要求に合せて特化した投資を行なわせるためには，上に見た理由によ

って，関係の継続性を保証しなければならない。また，このような投資を売手

に行なわせることによって，はじめて，買手は生産費用上の効率性を実現でき

る。このような投資を行なわせる誘悶とし℃の関係り継続性四保証は，長期契

約によって与える乙とができるが，人聞の知)Jとコミュニケーション能}Jとに

限界があるために すなわち「限定された合理性 (boundedrationality) J 

のために ，長期契約は完全でありえず，環境の変化に対して事後的な調整

を行なう必要が必ず生じる。このとき， もL結合利潤を最大化するような調整

が実現できれば，もちろん，双方にとってのパイは大きくなる。しかし双方

独占の下で，両当事者がそれぞれ向分の分け前をできるだけ大きくしよ号とす

るために，困難が牛じるn 双方が.自己の利己的な動機を達成するために，事

実を相手方に伝えなかったり，歪曲して伝えたりすることをも辞さないという

傾向性ーーすなわち「機会主義 (opportunisrn)J的な性向 を持っているた

めである。こうして，ちまちまとした交渉が続いて交渉費用が増大する場合も

あれば，効率的な調整のための提案自体が行なわれないままに終る場合さえあ

る.，。

3 取引の制御機構

そこで，機会主義を抑制し，双方の利害を調和させ，環境の変化に対する調

整を円滑に行なうことをロJ能ならしめるような，なんらかの仕組みが必要とな

4) lbid.， p. 242 
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る。これが I取引の制御機帯 CGovernanceStructure) Jである。

望ま Lい「取引の制御機構」のタイフ.は， 取引のタイプによって異なる。

Wil1iamsonの考えでは，取引のタイプは， (1)その取引に特殊的な投資が行な

われる程度， (2)その取引が行なわれる頻度，および(のその取引をめぐる不確実

性の程度， という三つのディメンションによって分類されるのであるが，さし

あたり， (3)については「中程度」の不確実性を前提することにし，また(2)につ

いては， I頻発的 (recurrent)Jな種類だけに注意を限定することにして， (1)が

変化とすることの効果を考えることにする。 (1)のバリエーションは，大別すれ

ば， i非特殊的 (nonspec凶C)J，i半特殊的 (se皿 i凶pec.iftcor mixed) J，および

「高度に特殊的 (highlyspeci:fic or idiosyncratic) Jの三つに区分され，これ

に対応して，取引ほ三つのカテゴリーに分類される。

ここで， いつたん中間生産物の取引に話をしぼろう。 Wi山l日l

が「非特殊的」である場合には'特定の売手と特定の買手とのセットのために

特化Lた「取引の制御機構」ほ，なんら必要でないと考える。この場合には，

スポット市場が，滴合的な「取引の制御機構」である。そこで，かれは，これ

を「市場による取引制御 (MarketGovernance) J と名づける。.'31]のいい方を

すれば，それは， i古典的な契約 (ClassicalContracting) Jである。

投資が特定の買手の要求に応じて「高度に特殊化」されている場合には，垂

直的統合を行なうことが適合的である。この場合，供給側と需要側とは単一の

所有権の下に置かれるから，両ザイドとも利潤の専有可能性を持たなくなり，

したがって，結合利潤の最大化を達成するような調整を採択することを阻害す

る要因が存在しない。数量調整を必要な頻度で行なえるのはもちろんのこと，

価格調整も企業聞の取引の場合よりも，全面的に行なうととができるヘ垂直

的結合の「取引の制御機構」を， Williamsonは， i統合された取引制御 (Uni-

:fied Governance) Jと名づけている O 別のいい方をすれば，それは「内部組織

(Internal Organization) Jであるo

5) Ibid.， p. 253 
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投資が「半特殊的」なものである場合には，規模の経済性の考慮からして，• 必ずしもその資産を用いて生産きれる部品や資材を内製化することは得策では

なく，外部から購入することが選ばれうる。この場合には，売手と買手とは，

それぞれ別個の所有権の下にある自律的な主体であるから，垂直的統合が行な

われた場合のように，命令 (fiat)にもとついて調整を行なうことができない。

而当事者は， 1で述べた理由によって、取引関係を継続することに利益を感じ

るが，他方，それぞれが利潤の専有司能性を持っているため，機会主義を発揮

しようとする誘悶も存在する。 Lたがって，許容日j能な調整のディメン y ヨγ

は，丙当事者が，相手方が当方の犠牲において自己の分け前を増やそうとして

いるのではないと説得されうる範囲に限定されることになる。

数量而での調整の提案は，それが外生的な事象に起因するものであり，機会

主義的な策略にもとつ〈ものではないということを，比較的容易に相手方に信

じさせることができる。これに対して，価格面での調整の提案l土，相手方の疑

惑と利己的な駆け引きの応酬とを引き起こしやすい。したが 4 て，数量調整ば，

一般に，ノレーティ γ的に行なわれることになるが，価格調整がJレーティン的に

行なわれうるのは， 次の二つの前提条件を満たす場合に限られる"'。それは，

第 に，価格調整の提案が，外生的で，実際に生じており，かっ容易に検証で

きる事象にもとづいて行なわれるということである。また，第二に， との事象

が費用に及ぼす効果を定量的に示すことができ，かっその数量的な関係に信頼

が置ける場合である o

こうして， Williamson の考えでは， 自律的な経済主体の聞の継続的取引は，

内部組織の場合に比べて自由度が限定された調整のメカニズムによって，事後

的な調整を受けることになる。このため，結合利潤の最大俗は必ずしも保証き

れない。このような「取引の制御機構」を， Williamsonは， I双務自せな取引制

御 (BilateralGoverna目的」 とよんでいる。別りいい方をすれば， それは，

「調整ノレーノレっき長期契約 (ObligationalContracting) Jである。

6) Ibid.， p. 25己
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4 間欠的な取引の場合

これまでのところでは， I頻発的 (recurrent)Jな取引だけを対象とした議論

であった。たとえ同ーの相手との聞に取引が繰り返されるとしても，設備を購

入したり，プラントを建設させたりするような場合には，部品や資材の場合に

比べて，はるかに取引の頻度が少ない。 Williamsonは， このようなタイプの

取引を， I間欠的 (occasional)Jな取引とよんで， I頗発的」な取引と区別して

いる。かれの考えでは，間欠的な取引の場合には，たとえその取引によってひ

き起4される投資が特殊部Jであっ亡も，必ずLも取引の古IJ御のために内古隙R!識

に務行する必要はないし，また取引の照度が少ないから，わざわざその取引の

ためにだけ特化した取引の制御機構を採用することは，取ヨ抑制御機構の開設

費用 (setupco酎〉から Lても引き合わない。そごで， 投資が「半特殊的Jで

ある場合にも， また「高度に特殊的」である場合にも，ヨモ手と買手とは市場で

取引するという形が選ばれる。但 L，標準的な財が取引される場合には紛争の

処理は裁判所で行なえるが，多少とも非標準的な財が取引される場合には，紛

争の処理にさいして詳細な知識と柔軟性とが要求されるから，裁判よりも仲裁

(arbitration)の方が適切なメカユスムとなろう。このような考えにもとづいて，

Williamsonは，裁判所を紛争処理機構とするスポット市場を「市場による取

引制御(fv1arketGovernance) J とよび， 仲裁機構を紛争処理機構とする市場

を「三者による取引制御 (TrilateralGovernance) Jとよんで巧者を区別し

ているのである。

さてヲ とこまでの議論の結果として， (1) Iその取引に特殊的な投資が行なわ

れる程度」ーーすなわち「投資の特性 (InvestmentCharacteristics) J一一，お

よび(2)iその取ヲlが行なわれる頻度」ーーすなわち「頻度 (Frequency)J一ー

という 2種類のパラメ タ にもとづく取引と取ヲ|の制御機構との二足分類の

図式ができ上がる。これをまとめたものが第 1図であるわ。

7) Ibid.， p. 253 
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第1図 中間生産物の取引の分類と各カテゴリーに適合的な取引の制御機構
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Williamsonは， 第 1図にまとめられている分類の図式を前提にして， 第 3

のパラメーターである「その取引をめぐる不確実性の程度」が変化Lた場合の

効果についても若干の議論を行なっているωが， この論文の H的のためには直

接的な関係がないので， これについては紹介を割愛し， Williamson が第 1図

の図式を労働の取引にどのように適用しようとしているかを，ここで見てお〈

ことに L1-こし、。

「間欠的」な労働の取引は，水道屋，電気工事屋などをよんで修理や取替工

事を行なわせるような場合に生じることを指摘したあと， Williamson は， も

っぱら「頻発的」な労働の取引に注意を集中している。

「非特殊的」な労働の取引は，移民の農場労働者の雇用のような場合に現わ

れる。ここでは， OJTがきしたる重要性を持たず，取引は，木質的に，スポ

ット市場におけるオ クション型のメカユズムを介して行なわれる。いうまで

もなく，このメカニズムの下では，賃金も雇用量も， ともに可変的である。

これに対vc， I企業に特殊悶な技能」が中程度に成立ヂる場合が， 団体交

8) lbid" pp. 253-254 
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渉と労働協約のメカニズムに主ってカハーされる，今日の産業におけるもっと

も典型的な労働の取引である。ここでは，一般的なエスカレータ一条項その他

の前もって定められた若干の調整ノレーノレを別にすれば，賃金は調整変数となら

ない。事後的な調整は， (1)数量調整， (2)配置変更，および(3)苦情処理の結果と

しての作業規則の手直し，以上三つの形態によって行なわれ品。

さて，取引に関連する投資が「高度に特殊的」であるというカテゴリーは，

労働については組織内部の事情に関する知識やチーム効果が特に大きい場合に

対応するが，年季奉公(indenture)は法的に制限きれているため，中間生産物

の場合のように所有権を統合するという道はふさがれ亡いる。この種の労働の

取引を制御するためには， r合併」を行なう代りに， 複雑な契約的枠組が作り

上げられ，労使いずれの側からも 方的に雇用関係を打ち切墨ことを妨げるよ

うなベナノレティを盛り込んだ長期契約ができることになろう。

以上が，労働の取引に関する Williamson (12J の議論の要約である。さき

の書物(10]の段階では，組織された労働者と雇用者との聞の取引は. r内部労

働市場(InternalLabor Markets) Jの諸ノレールによって制御されることに照

明が当てられていたが，内部労働市場が成立することは，取引が内部組織の中

に移されることであるかのように位置づけられていた。しかし，いまや，組織

された労働者と雇用者との聞の関係は， r双務的な制御機構」によって制御さ

れる自律的な主体の向の継続的取引とみなされている。この取り扱いによって，

内部組織は， 所有権の統合をメノレクマーノレとするものに純化された。投資が

「高度に特殊的」である場合について若干の議論が行なわれているが，実は，

「半特殊的」である場合の議論に，関連する職務を順につないだものが大いに

特異的である場合には昇進ラインが薄く高くなり，余り特異でない場合には昇

進ラインが広〈浅くなるというような議論が含まれているへ この点に照らし

てみても，また現代には奴隷制が廃棄されているよとからしても，かれのいう

「高度に特殊的」な場合は， r半特殊的J な場合の右方の極と Lて扱われるべ

9) Ibid.， p. 257 
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きものであろう。

さて，上に見たように，いまや内部労働市場の諸ノレ ノレは，ノレ ティン的に

行なわれる数量調整のルールと Lて位置つけられた。これに刻して，価格調整

は，例外的な場合を除いて，原則的には行なわれないものとされている。その

理由は， I双務的な取引制御」すなわち 「調整ノレーノレっき長期契約」の下で中

間生産物が取引される場合に，調整のディメ γγ ョンが限定されるのと同じで

ある。つまり，双方独占的な状況の下で，機会主義的なか什ひきを両当事者が

くり広げることによって，交渉費用がかさみ，また相互の信頼が失われるとい

う結果を招くことを回避するためだというわ付である。こうして， Williamson 

の分析図式亡は，原則として，賃金は固定的である。己れは， Azariadis [3Jの

想定しているピジョンと同じである川。ただ， Azariadisの場合には，雇用者

と代表的労働者とのリ旦ク態度から説明されることがらが Williamson の場

合には，事後的な""渉のための費用を節減する手段と Lて説明されるのである。

しか L 協調的な労使関係の下にある場働組合と雇用者ふ一定のインターパ

ノレで，賃金交渉を行なうのではなかろうかのパーゲイニング理論は，この交渉

を対象としているのではなかろうか。われわれは，のちに，この問題に立ちか

えるであろう。

6 問題の提起

Williamson [12:が第 2図で表わされている分析図式を導くさいに念頭に置

いていた中間生産物の取引に戻ろう。中間生産物の取引の中には，新日鉄とト

ヨタ自動車の閑の鋼板の取引のように，互いに独立でほとんど対等の規模と力

を持った企業の聞の取引もある。自動車用の高強度鋼板を生産するための設備

は，かなりの程度 I取引に特殊的な」資産であろう O こうした資産を基礎に

10) 厳宙にいえば，貸率が固定されていても，レイよフに伴って「一下方の職務への押し出し (bump-
ing)Jが行なわれれば，労働者の稼得(earnings)は低下しうる。さらにj レイオフが実施きれ
る前に，すでに労働時間の削減などが訂なわれているはずであるから，これに伴っても揖得は卜
っているはずである。 Wachterand Williamson口1)は，上記の bumpingに伴う賃金調整の
存在を認識Lているが， Azariadisらのモデルでは， これは無視されてし'00
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置〈両企業の聞の取引は，たしかに一種の「双務的な取引制御」の機構によっ

て制御されているといえようところで， しばしば日本に独特の現象であると

いわれる完成車メーカーを中核とする協力企業のネットヲークに，この分析図

式を適用する乙とはできないであろうか。この問題意識から，もう 度，かれ

の分析図式を見直してみよう。

いま，かなり小規模の企業である A機械工業が，近辺にある完成車メーカー

Bに部品を供給することを当てこんでデレスを購入 l，首尾上(，特定の小物

部品を納入するよう注文を受けたとする。土のプレスによって生産事れる品物

は， 100ノく一セント B社に納入されるとする。 A社のプレスは，大いにB社に

対する取引に特殊的な資産である。このフレスに投資したことは， A社のB社

に対する交渉上のポジションを強めているであろうか，それとも弱めているで

あろうか。厳密にいえば，プレスそのものは汎用性を持つから，金型さえ交換

すれば， B社以外の企業に対しでも，プレλ 製品を供給しうる可能性は残って

いる。しかし，金型に対する投資も，小規模の企業が自分で行なうとすれば，

相当な負担であろう。さらに， A社の主人がB社の購買担当者とは顔見知りで，

一定の信頼をかちえているが，他の完成車メーカーには全く知られていないと

しよう。このとき， A社の主人も，きわめて「取引に特殊的なJ人的資産であ

る。このように特化を行なっているとき， A社は容易に他に供給先をスイッチ

することはできなし、。もちろん B社も， もしA社からの供給が打ち切られれ

ば，他に供給源を見つけるために多少の手間はかかる。だから，品質，価格お

よび納期について 定の要求をA社が満たすかぎり，なるべ <A社からの購入

を続けようとするだろう o だが B社にとっては，問題の小物部品の供給源を

他にスイッチするととは，潜在的には，それほどむつかしいことではない。

上の例の場合.Aネ上がB社との取引に特化した投資を行なったこ Fは，決し

て， A社 ~_B 社 E に Vンメトリカノレな効果を及ぼしていなし、。 A社の方はB社

に決定的に依存するに至ったが， B社の方は， A社に決定的に依存してはいな

いのである。
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このように考えると， Iその取引に関連して行なわれる投資が取引に特殊的

である程度」が両ければ民いほど，事後的な調整に当って機会主義的な行動を

抑制 Fるための必要性がま Fま「大き〈なりiしたがって，より精級化された

取引制御の機構が必要になるという Williamsonの論理は，容易に納得しがた

いものとなる。さきの例では，明らかに B社の交渉力の方が大きく，事後的な

調整のさいに機会主義的に行動しうる余地をより大き〈持つのはB社である。

A社がB社を統合できれば， A社に kって交渉卜の困難は減殺しうるかもしれ

ないが， A社がB社を吸収することは，そもそも不可能であろう。これに対し

て B社の方は，必ずしも A社を統合する必要性は感じないであろう。逆に，

大手電機メーカー C社の半導体部門が，時計メーカー D社の需要するカストム

1 Cの供給を， 100パーセント引き受けたという場合を考えてみよう。 1C製

造用の設備は，かなりの汎用性を持っている。 C社がD社との取引のために特

に投下しなければならないのは，開発費用，およびフォトマスク作成費用など

限られた項目の範囲に収まるかもしれなL、。ともあれ，これらは純粋に「取引

に特殊的な投資」である。しかし，この場合は， C社がD社との取引にコミヅ

トするよりも，はるかに大きく D社がC社との取引にコミットしたことになるo

そして， もしC社以外の半導体メーカーが，汎用メモリーなど他の生産物ライ

ンの受注を消化するのに手一杯であり，時計用のカストム 1Cの注文に応じる

余力がなければないほど， D社のC社に対する交渉)Jは弱いであろう。このと

き，事後的な調整に:sいて， C社の方が機会主義的に行動Lうる余地をより大

きく持ち，これを回避するために， NI::は半導体を内製化する意欲を持つであ

ろうが，それが実現可能であるかどうかは， D社の資金力と技術力にかかって

いる。これに対して， C 社の方は，必ずLも時計生産に進出 Lようとする意欲

望ど持たないであろう。

Williamson [12J は.投資が取引に特殊的であることが，売手のm~ と買手の

側にシンメトロカルに影響を及ぼすと考えている。だから，第 1図の横軸を左

へ行くほど多数の売手と多数の買手が存在する状況になり，右へ行くほど完全
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な双点独占になるという考え方になっているのである。機会主義的な行動に出

ょうとする誘因とそのような行動を行ないうる余地とは，双方の1JIUに同じ程度

に強まる。そこで，垂直的結合への移行は両者によって合意される。第 1図の

基礎には，このような想定が置かれているはずである Lかし，官、が上に示し

た一つの例が示唆Lているととは，たとえ「取引に特殊的な投資」が行なわれ

たとしても，取引の当事者が機会主義的に行動しうる能力に対してそれが及ぼ

す効果は，必ずしもシ yメトリカノレではないということである。それは，買手

の交渉上のポジションを相対的に強化する場合もあるし，売手の交渉上のポジ

ショ Y を相対的に強化する場合もある。そして，そのどちらになるかは， r投

資の特殊性」それ自体とは別の要因が規定する。上の二つの例が示唆している

もう一つのことは， どのような取引様式を望ましいと考えるかは，売手側と買

手側で必ずしも一致しないであろうということである。 Williamsonの図式で

は，取引様式に対する選好を規定するのは，いわば，第三者から見た「事後的

な調整における交渉上の諸困難の総量」 それがどのようにして測定される

かは必ずしも明確ではない である。しかし，取引の各当事者は，それぞれ，

自己の交渉上のポ:?'./'ョンの弱化を挽回し，あるいは事前に防止し， さらには

ポジションを強化するような取引様式を選好するのではなかろうか。現実に採

択されているのは，ある時点における両当事者の交渉力によって規定されてい

る形態である。

Williamson [12Jの分析肉式の中には， もう一つの問題点がある。それは，

「事後的な調整」という場合の「事後」とは， より具体的には， どの程度の長

さの期間として考えられているかという問題である。この論点は，調整のディ

メンションに関する議論と関係する。だが，この点については，のちに立ちか

えろう。
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111 取引相手の代替可能性

1 専有可能な準レ Y ト

ここで， Klein， Cra wford and Alchian (6Jの議論の検討に移る。かれらの

議論は，次の点では， Williamson [12J 左全〈同じ論理忙依拠している。それ

は，ある取引のために特化した資産にもとづいて，事後的調整のきいに機会主

義にもとづく摩僚が生じ，これが取引様式の選択を規定すると考える点である。

しかLながら，かれらは，その特化した資産にもとづいて発生する準レントを

陽表的にとり上げ，この準レ Y トの分配をめぐる争いを，事後的な摩擦の焦点、

として扱っている。もっとも， こういっただけでは， Williamson [12J も，結

合利潤の分け前をめぐって争いが起こることを「調整ノレーノレっき長期契約」の

発生の根拠としていたから， 方が「準レント」ということばを用い，他方

が「結合利潤」ということばを用いているだ吋の遣いだという印象を与えるか

もしれない。事実， William叩 n は，そう考えているように思われる川。しか

し，以下に見るように， Klein らは，例解の中で Williamsonの議論の中に

はない別の要因を持ち出しているのである。

Klein らは， r特化Lた資産にもとづく専有可能な準レン卜 (appropriable 

quasi rents of specialized assets) J という概念を導入L，それ七次のような

ものであると説明している1230 いま，売手Aは，印刷機を所有し，それを運転

サーピスは自分持ちでリースに出しているとしよう。買手Bは，これを現在利

用じている附版業者である。印刷機のリース料は，現行の契約においては， 1 

臼5，500ドノレであるn 印刷機に投じられた資金は特定の場所に据えつけられた

閏定設備に体化して可動性がなくなってしまっているが，減価償却によって，

1日4，日00ドノレづっ回収されている。 もし， こうして回収されている分を再投

下して， 他の場所に据えつけられた印刷機の形に変換すれば， それは 1日

11) Williamson (12J， p. 234，脚住 4を見よ。

12) Klein， Crawford and Alchian (6J， pp. 298-299 
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1，000 rノレのレンタノレ料を稼ぎうるものとする。 Kleinらは， この 1，000ドノレが，

現在財えつけ bれてしまってい E印刷機の， 現在の時点で回収可能な価値額

(salvageable value) Cを1日当りの Yローと Lて表わしたよささ]だと考える

のである。 現在のところ， 印刷作業のための費用はAが負担しており， それ

は 1日1，500ドルである。そこで， Aが，現在据えつけられている印刷機から

実況している収入のうち， 機械の価値額と考えうる分は 1日当わにして，

5，500 -1 ，500 ~4，OOO ドルである。「の 4，000 ドルから同収可能怖値 1 ，000 ドノレを

ヨい、て得られる 3，000ドノレが， 据えつけられている機械から現在得られる準レ

ントである。さて，現在のこの機械のサービスを購入する気のある出版業者が

もう 1人いるものとしよう。この業者をCとよぶ。 cの方は，たかだか 日当

り3，500ドノレまでしかリース料を払う気がないものとする。 このとき， Bは，

リ ス料のオッファーを，現行の 5，500ドノレから，ほとんど 3，500ドノレに近い水

準まで切り下げたとしても，なお現在の印刷機からのサービスを受付続けるこ

とができるだろう。そこで， Bがこの切り下げに成功したとしよう。そうする

と，従来Aが手に入れていた準レント 3，000ドルのうも5，500-3，500 ~ 2，000ドル

は， Aの手からBの手に移る。極端な場合として， もしCのような第二の買手

が全然いなければ， リ ス料は， ほとんど 2，500ドノレに近い水準まで切り下げ

ることができ，そのと雪には，準レン「の全部がBの手に移る。つまり，準ν

Y}のうち，現行の資産の価値と， この資産に第二番目の高さの価値づけを与

える ι ーザーにリースすることから得られるであろう価値との差額は I専有

可能な (oppropriable)J部分な白である。

ところで，現行のリース料を改定しようとする動きは， Bからの切り下げ要

求としてのみ起とるとは限らない。 Aの方が交捗力を持つ場合がある 13)。それ

は， Bにとって， A以外の印刷機サ ヒスが急には得られない場合であって，

この場合，もしサービスの供給を停止すれば Bに大きな損失を容易にこうむ

らせることができる。この状況の下では， Aは，出版者の利潤が最近増えてき

13) Ibid.. pp. 300-301 
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たと気つけば， にわかに 5，500ドノレより高いリ一見料を要求して， その増加分

をわがものに、Fることができる。

このように，取引のいずれの側にも， もし相手が得亡いる準 νントないし利

潤の一部または全部を切りとってわがものに移しうる可能性一一これがここで

いう「専有可能性 (appropriability)Jの意味である が存在すれば，相手が

予期していないときに契約条件の変更を要求L-，当初の契約に違反する性向が

ある。これが， I契約後の機会全義的行動の可能性 (thepossibility of po計ー

contractual opportunistic behavior) Jである。

Kleinらの考えでは， I専有可能な準レ y ト」が存在しても， その額がそれ

低ど大きくないうちは，たとえば供託金を積んで自分が契約に違反した場合に

はそれが没収されることを認めるというような措置を加えることによって，市

場における契約としヴ枠組の中で取引を行なうことができる山。しかし，契約

を作成し， かっその履行を確保するための費用は， I専有可能な準レ y ト」が

大きくなればなるほど高くなるであろう。これに対して，内部組織の中で調整

を行なうための費用は， I専有司能な準レント」に対して， 特に比例的な関係

はないであろう。そこで，次のような命題が立てられる問。

「特化した資産にもとづく専有可能な準レ Y トが低ければ低いほど，所有権

主統合するよりも，契約的関係の方が取引に用いられる可能性が大きい。逆

に，取引に関連する資産が特化していることにもとづく専有可能な準レント

が高ければ高いほど，所有権の統合が行なわれる可能性がよきい。」

いま， Kleinらのこの命題とそれに先立つ議論とをグヲフで表現してみると，

次の第2岡の土うな関係が想定されているといって上かろう O

2 取引相手の代替可能性

第 2図の横軸を「取引に関連して行なわれる投資がその取ヨlに特殊的である

14) lbid.. pp. 302-307. 
15) lbid.， p. 307引用符号の中の文は，適当に意訳をほどこしたものである円
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程度」と読みかえると，中間組織が描かれていないことを別にすれば，第 l図

に示された Williamsonの図式に帰着することは明らかであろう o 実際， Klein 

らは，問題は，資産が特定のユーザーの使用に特化してしまうことにあるとい

うことを，そこここで強調している。一見，かれらの議論は¥¥Iil1iamsonの議

論と本質的に同じものであるかのように思える。しかし 1で見たかれらの例

解を吟味すると，そこでは，投下された資産自体の物的な性格としての汎用性

ないし専用性の程度は，扱われていなし、。特定の立地ということだけが問題に

されている。その立地において，現在の買手に代りうる買手が全くいなければ，

いったん機械がすえつけられたあとでは，売手の交渉上のポジショ γが弱化す

る。たとえ ~IJの買手があったとしても，それがオッファーする条件が最初の買

手よりも劣っていれば，それだけ現在の買手の交渉力ほ強い。逆に，その立地

において，現在の売手に代りうる売手がし、なければ，買手の交渉力は弱〈なる。

このようなロジッグなのである。

疑いなぐ， Klein らの議論は， もっとていねし、に展開されるべき余地を残し

ている。たとえば，売手の交渉力が弱い場合に事後的に売手の取り分から買手

のとり分に転化するものがz 問題の資産を源泉とする「準レント」であるとい
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うことを一応承認するとしても，買手の交渉力が喜弘、場合に事後的に買手の取

り分から先手の取り分に診る l新たに増加した利潤」が，問題の資産を源泉と

するものであると考えられているのかどうかは明らかではな"0したがって，

それも前の場合とひとしく「専有可能ぽ準レント」という概念に含める乙とが

できるのだろうかという疑問が起こる。また，長初の例では，そもそも当初に

とり決められた 5，500ドルのリ ス料は，売手がようやく “break even し

うる額であり，“ competitiverental price だとされてし、る。それでは，なぜ

「準レント」というととばが使われるのかが理解しがたい。

このような点で Kleinらの議論は仕上げられたものではないから>William-

sonが行なってし、るように， rある場所に据えつけられた資産」弘「ある取引

のために特化Lた資産」という概念に発展させることは，たLかに，一つの正

当な発展の方向であろう。そのような資産は，汎用的な資産に比べて高い生産

性を持ち， そのことを通じて， 売手と買手との共通のパイとなる「組織レ γ

ト」を発生させるとこさえることができるからである。ところが， このパイの分

配をめぐる交渉については，資産が特化している程度そのものは，一義的な結

果を与えないはずである。分配のがェ 7を規定するのは交渉力であり，売手と

買手との相対的な交渉力は，いずれの租IJの代替可能性が相対的に大きいかによ

って規定されるはずである。 Kleiu らの例解は，この論点を含んでいる。しか

いかれらは，れ、ずれにせよ l専有可能な準レント」が大きくなる場合には

並i宜的統合が採用される》という結論に向って進むのに急であったために，売

手の明iの交渉力が強い場合の解決策と買手の相!の交渉)Jが強い場合の解決策と

の違いを，掘り下げて分析しようとはしなかったのである。そして， William-

sonも， {資産が特化している程度が大き〈なるにしたがフて， 双方独占性が

強まる》というように，売手と買手とに './yメトリカノレに効果が及ぶことを前

提してしま弓ことによって，あたかもいずれの側からも同じ取引様式が望まれ

るかのような分析図式を導く結果となっているのである。
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IV'代替的な分析図式

1 取引様式の選択の論理

売手Aと買手Bとが，多少とも専用性を持つ生産要素の取引によって結びっ

くとき，なにがしかの「組織レント」が共通のパイとして生まれると考えてよ

いだろう O この理由で，両者は協力を続けることに利益を見いだす。しかし，

そのバイの分配については，いずれの側も，自己のシェアを少しでも大きくす

ることを望む。実現されるすェアを規定するのは両者の交渉力であり，各自の

交渉力は， 自分の立場から見た取引相手の代幸子可能性〔もしくは希少性〕によっ

て規定される。取引に関連Lて投下されている資産が汎用的も Lくは専用的で

ある程度は，この代替可能性を規定する一つの要因ではあるが，それを一義的

に決定するものではない。買干の立場からすれば，あくまで，同質の生産要素

を同ーの〔あるいは 層良、J条件で提供しうる売千が他に得られるかどうか，

あるいは 居良い生産要素を現在のものと同ーの条件で提供Lうる売手が他に

得られるかどうかが決定的な問題である。主た売手のす場からすれば，同質の

生産要素を同一の(あるいは一層良い)条件で買ってくれる買手が他に得られ

るかどうかが決定的な問題である。

この観点から，まず第 2図に表現されているロジックを改善する道を考えて

みよう。第一に， ζの種の図は，買手の立場から書かれるものと，売干の立場

から書かれるものの二つに分けて，別々に書くべきである。買手の立場から書

かれる図は， 横軸に自分に対する売手の交渉力」を， また売手の立場から

書かれる岡は， 横軌に， I自分に対する買手の交渉力」をとるべきである。 さ

て，現存の交渉力の組合せは，各自の図の横J!ib上の 1点、を定める。この点から

垂線を立てるとき，その垂線と交わる点の縦軸に沿って測った座擦が小さい方

の曲線一ーすなわち現存の交渉力の組合せに対応する自己にとっての取引費用

が小さくなる方の曲線一一ーが， どちらの凶でも「市場での契約」に対応するも

のであるとき，あるいは， どちらの図でも「垂直的統合」に対応するものであ
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るとき，両当事者は，選択されるべき取引様式に闘して合意しうると，さしあ

たりは考えてよいであろう。しかし，自己にとっての取引費用が小さ〈なる方

の取引様式が同当事者の間で一致しない場合には，どうなるだろうか。

このあとの場合を考えてみると，実はもともと，第 2図のように，それぞれ

の取引様式が現に採択されているものとして，その下での取引費用を示すグラ

フを書くのでは，取引様式の選択の指針としては使えないことがわかる。売手

にとっての取引費用を示す闘にも，買手にとっての取引費用を示す図にも，そ

れぞれ，現在採用されている取引様式に対応するグラフをまずーっ書き，それ

から， ~IJの取引様式に移行する場合について，移行に要する費用と，移行が実

現した場合に期待しうる経常的な取引費用とを，合せ考えうるようなグラフを

書かなければならないはずである。そうすると，たと五経常的な取引費用がど

んなに低くなると期待されても，移行に要する費用が余りに大きいために，別

の取引様式への移行ほ非常に困難であったり，断念されたりする場合があるこ

と古~~つ由、る Q

実際，音響機容のメ カーが半導体を内製化しよう正する事例が， LばLば

観察きれるが，これは，経常的な取引費用を小さくするためであると解釈でき

る。しかし，半導体の内製化に必要な資金力と技術力がきわめて大きいために，

これが非常に困難な道であることは，パイオニ7社などの例を見ても知ること

ができる。そこで，経常的な取引費用の商から見て自分にとってより望ましい

取引様式が採用できるかどうかは，相手方との合意が得られるかどうかという

問題もあるが，基本的には，移行の費用によって規定されるのである。

そこで，たとえば内製化への移行を断念し，自律的な売手と契約による取引

を続行するものとする。 第 2図は， r市場による契約」と「垂直的統合」とい

う二分法によって描かれているが，第 1図との連絡をつけるために，ここでい

う「布場による契約」には，スポット的な取引も調整ノレーノレっき長期契約」

も含まれていると約束しておこう。このとき，買手は，契約による取引という

形態を保ったままで，横軸上を左に進むことによって←ーすなわち売手の白分
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に対する交渉力を低下させることによってー←ーも，取引費用を小さくできるこ

とに留意すべきである。現実に，この方策は絶えず追求きれている。たとえば，

力のある完成車メーカーは，同じ種類の部品弘一つのメーカーだけから購入

することは避ける傾向がある。必ず 2社ないし 3社に分日て発注し，現在の時

点ではある社と同ーの条件で供給しうるメーカーが他にはない場合には，これ

と競争しうる供給者を育成しようとする。この種の購買政策は複社発注」と

よばれているが，これには，事故による供給の途絶を避ける考慮もあるが，明

らかに，交渉力の上で不利になることを避什たいとする意向が働いている。取

引相手を 1社にしぼることを避け，少な〈とも 2社ないし 3社に増やそうとす

る傾向は，他の業界においても観察きれる。た正えば，半導体全購入する場合

に「セカンド・ソ一月」を設定するという取引慣行は，同じ意味を持っている

であろう。また，売手の側にも，同じ傾向が観察される。売手にせよ買手にせ

よ，規模が相対的に小さい場合は 1社とだけ取引を行なっている ζ とがあるが，

これは過渡的な姿であると思われる。

相手方の交渉力を下げるためのもう一つの手段は，たとえ全量を内製化しな

いとしても一部を内製化L，その種の中間生産物の製造と開発に関するノウハ

ウの蓄積に努めることである。時計，電卓，音響機器などのメーカーの多くが

半導体を内製化しようとする努力を行なっていることは，現実には，多〈の場

合，この意味を持っているであろう。

このように I自分に対Lて相手方が持つ交渉力」を横軸にとる二つの図を

書〈という方法に移行することによって，現実に見いだされる取引慣行の意味

が，はるかに鮮明になるのである G また，この観点に立つ場合には，取引費用

の意味も，より明確にな品。それは I第三者から見7こ(事後的な調整におけ

る〕交渉上の諸困難の総量J161 ではなく I白分にとって，その取引様式が採

られていることによって，代替的な取引様式が採られている場合と比べて生じ

ている機会損失」なのである O

16) IIのGを参照せよ。
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2 事後的な交渉の頻度と次元

Kleinらは， I準レント」のシェアをめくる争いという興味深い問題に焦点を

当てたが，それを，事後的に契約に違背しようとする問題として位置つけてい

る。したがって，かれらの議論では， I事後的な機会主義的行動」とは，ノレー

ノレ破りの行動を指している。 これに対して I双務的な取引制御Jに関する

vVil1iamsonの議論は， 事後的な調整をヲ 事前に設定したノレーノレに従って行な

えるものだ吋に限定して扱っている。したがっ C，そ乙 Eは，主とし亡数量調

整だけが論じられることになる。暗黙のうちに， I結合利潤J の分配上のシェ

アは 定であることが前提されているのである。これは， Klcinらと同じよう

に，事後的に分配上の V :L，. アを動かそうとすることは，契約に遺背する行為だ

と見ているからであろう。とのような視 I互に立つ限り，取引費用の理論とハー

ケ"イ =.'./!fの瑚論との接続がどうあるべきかという問題は，問題として意識さ

れしえない。

Kleinらや Williamsonが長期契約を扱っている視点は，部品供給契約や労

働協約の実情に照らして考えれば，いささか一間的ではないかと臣、われる。詳

論する余裕がないので簡単化して示せば，これらの取引は，第3凶のような構

造を持っている。図に「期中調整」と書いた部分では J 主として数量調整が行

なわれ一一一日本の労使関係の場合には「応援」や「配転」とし、う形をとること

が多い一一更新」の時点では， 価格面での調整と取引関係の再確認が行な

われる。「更新」の時点では， 当然に売手と買手との間の交渉が行なわれ，そ

れは多かれ少なかれ機会主義的な駆け引きの要素を含むけれども，こうしたこ

とは，必ずしも契約の侵害や破棄ではない。む Lろ，あるインターノくんで交渉

を行なう乙と白体がノレーノレとして定められているりであり，多〈の場合，火捗

は妥結し，取引関係が継続する。ハーゲイニングの理論は，こう Lた「更新」

の時点、における交渉を固有の対象領域とするものとして，位置つけられるべき

ものである。 I更新」 の時点で白己の分自己上の、ン ι アが悪化することがないよ

うに， 1で私が述べたような種々の方策が， 円頃から追求さわしているのである。
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第 3園長期契約の構造
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3 労働の取引について

(123) 25 

う t

1で述べた視点を採れば，労働の取引の特性も，おのずと理解できることに

なるu 自己の資産を特定の相手との取引に特化させることは，それ自体と Lて

は，必ずしも自己の交渉上のポジシ 3:..'を強めるものではない。むしろ，相手

に購買独占 (mon叩 sony) の立場を持たせる方向に作用する。中間生産物や資

金の取引の場合には，取引相手を増やすことによって交渉力を回復したり強化

したりすることができる。しかし，労働者が労働を販売する場合には，一般に，

この方向を追求することはむつかしい。そこで，労働組合を結成することによ

って，双方独占の状況を作り出し，交渉力を回復するのである。技能が一つの

企業に特殊的であることは，代替要員のリクノレート費用と訓練費用が，更迭に

よっ亡浮かせる人件費を上まわる同でのみ，かれの交渉力を保障する。 つの

企業の労働力の全体を新規労働力で置きかえることは，相当ぼう大なリクルー

ト費用と訓練費用を要するであろう。しかし，これと対照的に，企業内の 1人

の労働力を置きかえることは，それほどむつかしくない。多〈の場合，直近下

位にいる人間に僅かな追加的訓練を行なえばすむからである。小池 [7Jは，

日本の企業では中高年労働者の地位がll.c、ιとを指附してい Q が，それは昇進

序列が厳密に先任権にもとづくような型の組合規制が行なわれていないことに

見合ソており，したがって技能の形成と人員配置が柔軟に行なわれうることの

楯の半面であろう。

従来， r暗黙の労働契約の理論」などでは， r代表的労働者」が前提されるた



26 (124) 第 131巻第3号

めに，個々の労働者と組織された労働者との違いが十分に認識されていないよ

うに思われる。だが，この論文では，主として取引費用の理論とパーゲイニ γ

グ理論との接続古川、かにすれば可能になるかを考える方向に焦点をしぼったの

で， リスク分担契約の理論について考えることは，他日の課題としたいf
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